
○国立大学法人埼玉大学学術院運営委員会規則

令和 ５年 12月 14日 

規 則 第 4 2 号 

（趣旨）

第１条 この規則は、国立大学法人埼玉大学学術院規則第５条第２項の規定に基づ

き、学術院運営委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定める。

（構成）

第２条  委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学術院長

(2) 理事（教学・学生担当）

(3) 各学部、各研究科、各機構、各センター（以下「教育関係組織」という。）

の長

(4) その他学術院長が指名する者

（会議）

第３条  委員会に委員長を置き、学術院長をもって充てる。

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員会に副委員長を置き、第２条第２号の委員をもって充てる。

４ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

５ 委員会は、年１回以上開くものとする。

６ 委員会は、委員総数の３分の２以上の出席がなければ、会議を開き、議決する

ことができない。

７ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

８ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。

（審議事項）

第４条  委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教育関係組織間における教育に関する調整

(2) その他委員長が必要と認めた事項

（事務）

第５条  委員会の事務は、関係部局の協力を得て、学務部教育企画課において処理

する。

（雑則）

第６条  この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定

める。



附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。


